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指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

指定認知症対応型共同生活介護サービス重要事項説明書 
 

＜   年  月  日 現在＞ 

 

 

あなたに対する介護サービス提供開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき事項は 

次のとおりです。 

 

１ 当ホームの概要 

 

【事業者】 

事業者の名称 アサヒケアサービス株式会社 

事業者の所在地 京都市伏見区深草西浦町二丁目 96 

法人種別 株式会社 

代表者名 藤田 知子 

電話番号 （075）641-5411 

ＦＡＸ （075）641-5422 

 

 

【提供しているサービス】 

 

名   称 

グループホームさくら 

グループホーム三雲 

ケアプランセンターあさひ 

 

 

【ご利用ホーム】 

名   称 グループホーム 安らぎ 

所 在 地 京都市西京区御陵谷町 29-2 

管理者 阪部 珠乃 

電話番号 （075）323-7533 

ＦＡＸ番号 （075）323-7632 

事業者指定番号 №2690100058  

提供するサービスの種類 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

外部評価               実施の有無 有り 

直近の実施年月日   

評価機関の名称 京都ボランティア協会 

評価結果の開示状況 

            

ホームページにて掲載 

施設内にて自由閲覧可能 
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【事業の目的と運営の方針】 

目   的 認知症によって自立した生活が困難になった入居者に 

対し、家庭的な環境のもとで可能な限り自立して営む 

ことができるよう支援する 

方   針 ① 認知症の状態を正しく認識し、それに合わせた個別

支援する 

② 五感の刺激に努め、残存能力を引き出し生き生き 

暮らす 

③  家族や職員間の連絡を密にし、互いの信頼を高め笑

いの中で楽しみながら介護に努める 

④ 本事業所の定員の枠内で空室がある場合、1 名を限

度として、30 日以内の期間内で介護予防短期利用共

同生活介護及び短期利用共同生活介護として、介護

や日常生活上の支援及び機能訓練等のサービスを提

供する 

 

 ⑤ 本事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護

保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例（平成 25 年 1 月 9 日京都市

条例第 39 号）」、「指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準（平成 18 年厚生

労働省令第 34 号）」等に定める内容を遵守し、事業

を実施するものとする 

 

 

２ 建物・設備の概要 

 

（１）建物 

構   造 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺２階建 

延べ床面積 １階 289.91 ㎡ 

２階 291.41 ㎡ 

 

（２）主な設備  Ａユニット・１階利用定員：６名 

設備の種類 数 面   積 

食堂・リビング １階  １箇所 31.6 ㎡ 

相談室兼事務所 １個所（１階） 16.2 ㎡ 

浴   室 １階  １箇所 12.88 ㎡ 

便   所 １階  １箇所  4.5 ㎡ 

居   室 ６室（定員１名） 
98.0 ㎡ 

１人当り／19.6 ㎡ 
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   Ｂユニット・２階利用定員：９名 

設備の種類 数 面   積 

食堂・リビング ２階  １箇所 28.0 ㎡ 

浴   室 ２階  １箇所 10.0 ㎡ 

便   所 ２階  １箇所  4.5 ㎡ 

居   室 ９室（定員１名） 
176.4 ㎡ 

１人当り／19.6 ㎡ 

※各部屋の配置ならびに構造についてはパンフレットを参照してください。 

 

３ ホームの職員体制 

 

① 管理者 １名（他事業所と兼務） 

   管理者は、業務の管理を一元的に行う。 

 

② 計画作成担当者 １名以上 

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成すると

ともに、連携する介護老人保健施設、病院等との連絡、調整を行う。 

 

③ 介護職員（他事業所・他職種と兼務） 

介護職員は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。 

常勤（専従）８名以上  常勤（兼務）１名以上  非常勤 ２名以上 

 

④ 看護師 １名 

看護師は１週間に１回、利用者のバイタルチェック・状態把握を行い必要に応

じ介護者に指示又医師との連携を行う。 

 

※夜間ケア Ａ1 名，Ｂ1 名（夜間常駐） 

  （夜間ケア時間） 

 21：00 から翌 6：00 までとなっています。 

 

４ サービスの内容 

（１）介護保険給付サービス 
 

種 類 内   容 

食事 ・入居者の身体状況、嗜好、栄養のバランスに配慮して作成した献立

表に基づいて提供します。 

ただし、食材料費は給付対象外です。 

・食事は離床して食堂でとっていただくよう配慮します。 

・食事時間 

下記の時間には用意できています。 

朝食    7：30 ～ 

昼食   12：00 ～ 

夕食   17：30 ～ 
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排泄 ・入居者の状況に応じ、適切な排泄の介助と、排泄の自立の援助を  

行います。 

・おむつの交換は身体状況に応じて対応します。 

入浴 ・入居者の身体状況や希望に応じて、入浴または清拭を行います。 

日常生活上

の世話 

・離床、着替え、身だしなみなどの介助 

  ・寝具消毒 

  ・シーツ交換 

  ・健康管理 

  ・洗濯 

  ・居室内清掃 

機能訓練 ・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能の維持・改善

に努めます。 

健康管理 ・医療機関の指示のもと服薬管理、バイタルチェック（血圧・心拍数・

体温）水分チェック、排せつチェック等健康管理に努めます。 

また、緊急等必要な場合には、主治医あるいは協力医療機関等に  

責任をもって引き継ぎます。 

（当ホームの協力医療機関） 

 病院名：西京都病院 

診療科：一般内科・一般外科・総合診療科・整形外科・腎臓内科・

循環器内科・呼吸器内科・心療内科・泌尿器科・肛門外

科・人工透析内科・肝臓外来・ヘルニア外来 

診療科：医療法人 三友会 みかみ歯科 

相談および

援助 

・当ホームは、入居者およびそのご家族からのいかなる相談について

も誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう 努めます。 

行政手続き

代行 

・行政手続きの代行を受け付けます。ご希望の際には職員に 

お申し出ください。 

ただし、手続きにかかわる経費はその都度お支払いいただきます。 

短期利用 

 

・介護予防短期利用共同生活介護及び短期利用共同生活介護として 

入居頂き、利用者の介護や日常生活の支援及び機能訓練を行います。 

 

（２）介護保険給付外サービス（入居者のご希望に応じて提供します。） 

 
 

種 類 内   容 

おむつの提供 ・ご入居者のご希望に応じて提供します。 

食材の提供 ・新鮮で安価な食材を提供します。 

理美容サービス ・理美容サービスを実施しております。 

（料金は別途かかります） 

レクリエーション行事 ・行事計画にそってレクリエーション行事を企画します。 

通院サービス ・医療上必要な場合は、通院サービスが行われます。 

医療費は別途実費をご負担頂きます。又、通院が必要な 

場合には、交通費を請求させて頂きます。 
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５ 苦情・相談窓口 

 

  

１苦情受付組織 

 

 苦情対応責任者 代表取締役 藤田 知子    

  苦情受付担当者 管理者 阪部 珠乃  075-323-7533 

         管理部（本社）    075-641-5411 

西京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当      

075-381-7121   

     国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護相談係 

                      075-354-9090 

 

 

２苦情申し出の方法 

 

 

 

（１）苦情受付箱へ文書にて申し出る  

     受付箱設置場所 ホーム玄関 

（２）一般スタッフへ苦情を申し出る 

（３）苦情担当者へ苦情を申し出る 

   （いずれの方法の場合でも基本的には苦情受付担当

者が話し合いを担当させていただきます） 

 

３苦情受付担当者 

    について 

 

 担当者名 阪部 珠乃 

 苦情受付時間 平日 9：00～18：00 

 受付場所 グループホーム安らぎ 

 （業務のため不在の場合もありますので御了承ください） 

４問い合わせ                        ご不明な点はスタッフまでお問い合わせください 

 

６ 身体拘束等の排除のための措置 

 

（１）私たちはご利用中の方の尊厳を守るために、原則として身体拘束をおこないませ

ん。身体拘束の必要性があると考える場合には、臨時職員会議を開催します。 

（２）臨時職員会議では、以下の要件について検証し、決定します。 

① 目的が当人及び他のご利用中の方の心身の安全を保護する観点に由来するもの

であること。 

② 緊急性が高く、まもなく心身を害する恐れがあるか、すでに心身を害し始めて

いること。 

③身体拘束以外の方法で目的を達成する手段がないこと。 

④ 前３号の内容について検討し、やむを得ず身体拘束が必要であると判断される

場合には、状況に応じた必要最低限の実施期間を決定する。この期間は上限を

長くとも一ヶ月とし、可能な限り短く設定できるよう検証します。 

（３）臨時職員会議でやむを得ず身体拘束を行わなければならないことが決定した場合、

その場でご家族様へ一時連絡を取り、事情の説明を行います。追って二次連絡を

文書にて行い、臨時介護の内容を記した文書を交付します。この連絡過程におい

て、ご家族様の理解と同意が得られた場合のみ、決定した期間において、決定し

た内容で身体拘束を  実施します。 

（４）身体拘束を行う場合はその内容を詳細に記録し、実施米の開始時刻、終了時刻、

実施者を記載の上、身体拘束実施記録として通常の介護記録とは独立した書類と

して、ご本人様の利用終了から 5 年間の保存を行います。 
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（５）事前に決定した期間中であっても、身体拘束の必要性が一時的または永続的にな

くなったと思われる場合については、その場で一時的または永続的に拘束を解除

し、その旨を身体拘束実施記録に時間、理由、実施者を含めて記録します。 

（６） 法人は身体拘束排除のために以下に掲げる措置を講じます。 

① 平素より、身体拘束防止の為の委員会を法人内で設置します。 

委員会は各施設１名の委員と、委員長からなる法人内組織として構成し、3 月

に 1 回以上の委員会を実施し、その内容を各施設委員から全施設職員へ周知し

ます。 

② 身体拘束防止委員会主導による、身体拘束排除を目的とした法人内研修を年 2

回以上実施し、職員への意識付けを行います。 

③ 身体拘束排除に向けた指針を法人として規定し、公開します。 

 

７ 高齢者虐待防止のための措置 

 

（１）法人は高齢者虐待の防止のために以下に掲げる措置を講じます。 

① 平時より、虐待防止の為の委員会を法人内で設置します。 

委員会は各施設１名の委員と、委員長からなる法人内組織として構成し、3 月

に 1 回以上の委員会を実施し、その内容を各施設委員から全施設職員へ周知し

ます。 

② 虐待防止委員会主導による、高齢者虐待防止を目的とした法人内研修を年 2 回

以上 実施し、職員への意識付けを行います。 

③ 高齢者虐待防止に向けた指針を法人として規定し、公開します。 

（２）施設内外で高齢者虐待の発生が疑われる際は、施設委員、管理者、虐待防止委員

長、社長の内、2 名以上で構成する調査員にて調査を行い、その結果を市区町村窓

口と被害者様のご家族様へ文書記録を伴って報告します。 

（３）高齢者虐待加害者が法人内職員であった場合、速やかに法人内で当該事実の共有

を行った上、法人として加害当時者職員の懲戒処分を決定します。 

（４）一連の記録は被害当事者様と法人の関係性が終了した後、5 年間までを保存期間

とします。 

 

８ 利用者及び利用者代理人の権利と義務 

 

（利用者及び利用者代理人の権利） 

利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の権利を有します。

これらの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありませ 

ん。 

①独自の生活暦を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること 

 

②生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由や好み、および主体的な 

決定が尊重されること 

 

③安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること 
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④自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に 

受けられること 

⑤必要に応じて適切な医療を受けることについて援助を受けられること 

 

⑥家族や大切な人との通信や交流の事由が保たれ、個人情報が守られること 

 

⑦地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民としての行為を行えること 

 

⑧暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けないこと 

 

⑨生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと 

 

⑩生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者 

機関の支援を受けること（苦情受付窓口等は重要事項説明書に記載しています。） 

 

（利用者及び利用者代理人の義務） 

利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の義務を負います。 

① 利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること 

 

② 他の利用者やその訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと 

 

③ 特段の事情がない限り、事業者の取り決めやルール及び事業者またはその協力医師の  

指示に従うこと 

ただし、利用者又は利用者代理人が、介護や医療に関する事業者またはその協力医師の 

指示に従うことを拒否する旨を明示した書面を事業者に指示し、それによって起こる   

すべてについて利用者及び利用者代理人が責任を負うことを明らかにした場合はその限

りではありません。 

 

④事業者が提供する各種のサービスに異議がある場合に、速やかに事業者に知らせること 

 

⑤市町村並びに介護保険法その他省令に基づく事業者への立ち入り調査について利用者及

び利用者代理人は協力すること 

 

９ 医療連携体制について 

 

（医療上の必要な対応） 

看護師を 1 週間に 1 回配置し、ご入居者のバイタルチェック・状態把握を行い、必要に応

じ介護者に指示をします。ご入居者が危篤状態に陥るなど緊急を要する場合には、西京都

病院との連携を 24 時間体制で行い対応しています。 
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１０ 利用料金 

    別紙のとおり 

 

１１ 支払い方法 

    別紙のとおり 
 
１２ 入居・退去の手続き 

 

（１）入居手続き 

所定の契約手続き終了後、サービスの提供を開始します。 

  

①入居申込書 ②医師診断書 ③個人情報同意書 ④看取りに関する同意書 

   ⑤金銭に関する同意書 ⑥介護保険証 ⑦健康保険証 ⑧負担割合証 

 

（２） 退去手続き 

① ご入居者のご都合で退去される場合 

退去を希望される 1 ヶ月前までに退去届をご提出して下さい。 

（例 2月 10日退去⇒1月 11日までに申請 1月 31日退去⇒12月 31日までに申請） 

 

② 自動終了（ご利用の最終日が退去日） 

以下の場合も退去届をご提出して下さい。 

・ご入居者が介護保険施設に入所された場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご入居者の要介護認定区分が、 

非該当（自立）または要支援 1 と認定された場合は、所定の期間の経過を 

持って退去していただくことになります。 

・ご入居者がお亡くなりになった場合 

 

③ 退去日をもって退去完了日とします。退去完了日までの家賃・共益費及び修繕に

かかる費用（原状復帰費用）はご入居者の負担とさせていただきます。      

但し、所有物（家具等）が残っている場合、修繕がまだの場合は、完了するまでの

家賃・共益費は対象となります。 

 

④ 短期利用共同生活介護の利用者の退去に際しては、利用者を担当する居宅介護支援

専門員と連携を図ることとします。 

 

⑤ その他 

・サービスご利用料金の支払いを 2 ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告

したにもかかわらず、14 日以内に支払わない場合、又はご入居者やご家族

などが当ホームや当ホームの従事者に対してこの契約を継続しがたいほど

の不信行為を行った場合は退去していただく場合がございます。 

この場合、契約終了 7 日前までに文書で通知いたします。 

・ご入居者が病院または診療所に入院し、60 日以内に退院できる見込みが   

ない場合または入院後 60 日間経過しても退院できないことが明らになった
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場合、文書で通知したうえ、契約を終了させていただく場合がございます。

この場合、退院後に再度入居を希望される場合は、お申し出ください。 

・ご入居者が他の入居者の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、

かつ通常の介護方法ではこれを防止することができないと判断した場合は、 

文書で通知のうえ、契約を終了させていただく場合がございます。 

 

・やむを得ない事情によりホームを閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し退居

していただく場合がございます。この場合、契約終了 30 日前までに文書で

通知します。 

  

 

１３ 当ホームをご利用の際にご留意いただく事 

 

来訪・面会 基本的にいつでも可能です。ただし、ご入居者の状態により、 

一時的に面会時間をご相談させていただく場合がございます。 

外出・外泊 外出・外泊は自由にできます。 

その際には職員にお声掛け下さい。 

医療機関への受診 医療機関への受診を希望される場合は、必ず職員に申出て 

ください。 

居室・設備・器具の 

利用 

ホーム内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用くだ

さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償 

していただくことがございます。 

居室の移動 入居者の心身の状況（軽度⇔重度、看取り介護等）を照らし合

わせ、お部屋を移動する場合がございます。ご入居者の希望で

移動した場合、元のお部屋の修繕費用はご入居者の負担とさせ

ていただきます。 

飲酒・喫煙 喫煙は所定の場所で御願いいたします。 

飲酒も基本的には自由ですが、ご入居者の状態により、喫煙・ 

飲酒量を職員により限定させていただく場合がございます。 

迷惑行為等 騒音等他のご入居者の迷惑なる行為はご遠慮願います。また、

むやみに他のご入居者の居室等に立ち入らないようにしてく

ださい。 

事故の可能性 スタッフ一同、事故が起こらないように対応させていただいて

おりますが、入居者の身体の状況や病気等に伴う様々な症状が

原因で、転倒等の事故が起きる可能性がありますことを、ご理

解いただけますようお願いします。 

所持品の管理 当ホームは一切の責任を負いません。 

現金等の管理 別途定める基準によります。 

宗教活動・政治活動 ホーム内で他のご入居者に対する宗教活動および政治活動は

ご遠慮ください。 
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１４ 協力医療機関 

 

（１）総合病院 

医療機関の名称 医療法人 京都翔医会 西京都病院 

所在地 京都市西京区桂畑ヶ田町１７５番地 

電話番号 （075）381-5166（代表） 

入院設備 一般病床 199 床 

（うち回復期リハビリテーション病棟：49 床 地域包括ケア

病棟：20 床 急性期病棟 30 床 障害者病棟：100 床） 

 

 

（２）歯科医院 

 

医療機関の名称 医療法人 三友会 みかみ歯科 

所在地 京都市山科区大塚野溝町 94 番地 3 コーポ中村 104 号室 

電話番号 （075）581-8419 

 

 

１５ 緊急時の対応方法 

 

 ご入居者に容体の変化があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、 

ご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

緊
急
連
絡
先
１ 

氏名  

住所  

電話番号／携帯   

続柄  

勤務先名／TEL   

 

 

緊
急
連
絡
先
２ 

氏名  

住所  

電話番号／携帯   

続柄  

勤務先名／TEL   

 

 

１６ 非常災害対策 

 

 当ホームは非常災害に関する具体的な計画をたて、非常災害に備える為、定期的に 

避難、救出その他の必要な訓練を年２回以上行うものとします。 
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１７ 緊急時・事故発生時の対応 

 

 当ホームはそれぞれの対応についてマニュアルを完備しています。 

緊急時および事故発生時には、マニュアルにそって徹底した迅速な対応を行います。 

 

緊急対応方法 京都市西京消防署    ℡（075）392-6071 

防犯防災連絡 西京警察署       ℡（075）391-0110 

損害賠償責任保険加入先 東京海上日動火災保険㈱（代理店：TNP 京都） 

※事業所に責任がある場合には、損害賠償を行います 

 

 

 （介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供開始にあたり、ご入居者に対して   

契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

  

令和   年   月   日 

 事業者 

  所在地 京都市伏見区深草西浦町 2 丁目 96 

  名 称 アサヒケアサービス株式会社 

  説明者 所属 グループホーム 安らぎ 

      氏名  阪部 珠乃  

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から（介護予防）認知症対応型共同生活介護

についての重要事項の説明を受け、利用者の自己負担についても理解し（介護予防）  

認知症対応型共同生活介護サービスの提供開始に同意し、重要事項説明書の交付を  

受けました。 

  

 令和   年   月   日 

 

 （利用者） 住所 

 

       氏名        

 

（代理人兼身元引受人） 

住所 

 

   氏名        

以上、重要事項説明書に関する記載事項は終了とする。以下余白への記載は無効とする。 


